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『さんきょうきゃっする』カードローン（残高スライド型） 
 

平成 28 年 11 月 1 日現在適用中 

１．商品名  ・さんきょうきゃっするカードローン（残高スライド型）  

２．ご利用いた

だける方  

・満２０才以上６５才以下の方で信金ギャランテイ㈱の保証が受けられる方。 

 専業主婦・パート・アルバイト可。ただし、年金収入のみの方(勤労収入のない

方) は、お申込みはできません。  

・専業主婦の場合、配偶者が満 69 歳以下で安定した収入のある方（配

偶者が年金受給のみ、またはパート・アルバイトの場合は不可）  

・当金庫の営業区域内に住居または勤務先がある方。  

・ ただし、当金庫との既存取引等において当金庫が不適当と認めた方

は、ご利用いただけません。  

３．ご融資限度

額  

・10 万円から 500 万円 (10 万円単位、専業主婦の方は上限 50 万円。契

約極度額は審査により決定させて頂きます。 ) 

４．ご融資方法

およびご利

用金額  

・専用のローンカードで当金庫および提携金融機関の ATM（現金自動

預入支払機）でのご利用となります。  

・ご利用金額はご融資限度の範囲内で１，０００円以上１，０００円単

位となります。 

５．お使いみち ・健康で文化的な生活を営むために必要な資金（事業資金を除きます） 

６．ご利用期間 ・5 年（原則として自動更新） 

７．ご融資利率  ・ 

契約極度額 借入利率 

５０万円以下 １４.６％ 

５０万円超１００万円以下 １２.５％ 

１００万円超２００万円以下 １１.０％ 

２００万円超３００万円以下 ９.０％ 

３００万円超４００万円以下 ７.５％ 

４００万円超５００万円以下 ５.５％ 

なお、ご融資利率は金融情勢に応じて変動することがあります。 

８．ご返済方法 

(残高スライド返済) 

・毎月１０日にご指定の口座から自動引落させていただきます。 

約定日前日残高 約定返済額 

５０万円以下 約定返済  １０，０００円 

５０万円超１００万円以下     〃   ２０，０００円 

１００万円超２００万円以下      〃     ３０，０００円 

２００万円超３００万円以下      〃   ４０，０００円 

３００万円超５００万円以下      〃   ５０，０００円 

上記定額返済のほか任意の金額を随時ご返済することもできます。 

９．保証人・担保 ・信金ギャランテイ㈱の保証となります。 

10．費用及び保証   

  料 

・契約時、印紙代 200 円が必要となります。初回のローンカード発行手数料は、 

 無料です。なお、保証料は毎月のご返済金に含まれます。 
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11．苦情処理措置、

紛争解決措置 

・苦情処理措置：本商品の苦情等は当金庫営業日に営業店またはお客様相談セン

ター（0120-088-918、受付時間 9：00～17：00）にお申し出ください。 

・紛争解決措置：東京弁護士会（ 03-3581-0031）、第一東京弁護士会

（03-3595-8588）、第二東京弁護士会（03-3581-2249）の仲裁センター等で紛

争の解決を図ることも可能ですので希望されるお客様は当金庫営業日に上記お

客様相談センターまたは全国しんきん相談所（03-3517-5825）、受付時間 9：

00～17：00）にお申し出下さい。 

また、お客様から、上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）に直接お申出い

ただくことも可能です。 

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけま

す。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京

の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現

地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）―

もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談センターもしくは

全国しんきん相談所にお問合わせください。 

12. その他 ・お申込みにあたっては、運転免許証・パスポートなどご本人を確認できる書類

が必要となります。 

・『さんきょうきゃっする』カードローンは、当金庫の本支店及び他の信用金庫、 

 銀行等提携金融機関のＡＴＭ(現金自動預入支払機)でご利用いただけます。 

 ただし、所定の手数料がかかる場合があります。 

・その他、詳細につきましては当金庫本支店までお問い合わせ、ご確認下さい。 

 

 


